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【公表番号】特表2017-505394(P2017-505394A)
【公表日】平成29年2月16日(2017.2.16)
【年通号数】公開・登録公報2017-007
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【国際特許分類】
   Ｆ０３Ｂ  13/24     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月7日(2017.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　波エネルギー変換器であって、
　調整可能な基準質量体およびバラストに動作可能に結合された表面穿孔フロートを備え
る共鳴上下動ブイポイントアブソーバであって、前記バラストが固定された質量を有し、
前記調整可能な基準質量体が海水をその中に収容するための容積部を画定し、前記表面穿
孔フロート、前記調整可能な基準質量体および前記バラストは、通過波に応答して一緒に
上昇および下降するように構成される、共鳴上下動ブイポイントアブソーバと、
　前記表面穿孔フロート内に提供され、前記海水と動作可能に流体連通して海水柱の上部
表面とチャンバの上部表面との間の空気量の閉じ込めをもたらすチャンバであって、動作
可能に、前記共鳴上下動ブイポイントアブソーバは、空気の前記閉じ込められた量を膨張
させ、圧縮し、次いで、前記海水柱を膨張させ、圧縮する、チャンバと、
　封入された前記海水柱の前記上部表面に対する前記共鳴上下動ブイポイントアブソーバ
の反応からの結果、前記チャンバからベントされた空気と流体連通し、反応する、動力取
り出し機構、ＰＴＯと
を備えることを特徴とする波エネルギー変換器。
【請求項２】
　動作可能に、収容された前記海水の量は、前記共鳴上下動ブイポイントアブソーバの排
水量の５倍程度のものである質量を有し、それにより、共鳴が達成され得ることを特徴と
する請求項１に記載の波エネルギー変換器。
【請求項３】
　前記共鳴上下動ブイポイントアブソーバの１つまたはより多くの作動特性を調節するよ
うに構成された制御機構をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の波エネルギー
変換器。
【請求項４】
　前記制御機構は、前記ＰＴＯによって及ぼされた減衰を変化させるように動作可能であ
ることを特徴とする請求項３に記載の波エネルギー変換器。
【請求項５】
　前記制御機構は、前記調整可能な基準質量体内に含まれた前記海水の量の選択的な変化
をもたらすように制御可能であることを特徴とする請求項３または４に記載の波エネルギ



(2) JP 2017-505394 A5 2017.7.20

ー変換器。
【請求項６】
　前記制御機構は、前記共鳴上下動ブイポイントアブソーバおよび前記チャンバ内の前記
封入された水柱の各々の固有周期が位相ずれするように前記調整可能な質量体内の前記海
水の量を制御するように動作可能であることを特徴とする請求項５に記載の波エネルギー
変換器。
【請求項７】
　前記調整可能な基準質量体は、そこを通る海水を収容するための少なくとも１つの開口
を備えることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の波エネルギー変換器。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの開口は、関連付けられた弁部材を有することを特徴とする請求項
７に記載の波エネルギー変換器。
【請求項９】
　前記調整可能な基準質量体は、そこを通る水を収容するための複数の開口を備えること
を特徴とする請求項７または８に記載の波エネルギー変換器。
【請求項１０】
　前記複数の開口は、関連付けられた弁部材を有することを特徴とする請求項９に記載の
波エネルギー変換器。
【請求項１１】
　前記複数の弁部材は、前記調整可能な基準質量体内の前記海水の量を制御するように選
択的に動作可能であることを特徴とする請求項１０に記載の波エネルギー変換器。
【請求項１２】
　前記調整可能な基準質量体は、複数の個々の容積部を画定することを特徴とする請求項
１１に記載の波エネルギー変換器。
【請求項１３】
　前記複数の個々の容積部は、細長いものであることを特徴とする請求項１２に記載の波
エネルギー変換器。
【請求項１４】
　前記調整可能な基準質量体は、複数の管状部材を備えることを特徴とする請求項１２ま
たは１３に記載の波エネルギー変換器。
【請求項１５】
　各々の管状部材は、第１の弁部材と第２の弁部材の間に延在することを特徴とする請求
項１４に記載の波エネルギー変換器。
【請求項１６】
　前記管状部材の少なくとも２つの長さは、互いに異なることを特徴とする請求項１５に
記載の波エネルギー変換器。
【請求項１７】
　前記ＰＴＯは、１つまたはより多くの空気タービンを備えることを特徴とする請求項１
乃至１６のいずれか一項に記載の波エネルギー変換器。
【請求項１８】
　前記１つまたはより多くの空気タービンは、空気流に対する関連付けられた抵抗を有す
ることを特徴とする請求項１７に記載の波エネルギー変換器。
【請求項１９】
　前記１つまたはより多くの空気タービンは、空気流に対するその関連付けられた抵抗が
、調整可能であるように構成可能であることを特徴とする請求項１８に記載の波エネルギ
ー変換器。
【請求項２０】
　前記１つまたはより多くの空気タービンは、１つまたはより多くの発電機に動作可能に
結合されることを特徴とする請求項１８または１９に記載の波エネルギー変換器。
【請求項２１】
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　前記１つまたはより多くの発電機の少なくとも１つは、スイッチトリラクタンス発電機
であることを特徴とする請求項１９に記載の波エネルギー変換器。
【請求項２２】
　前記１つまたはより多くの発電機の少なくとも１つは、前記１つまたはより多くの空気
タービンに関連付けられた前記空気流に対する抵抗を制御するように動作可能であること
を特徴とする請求項２１に記載の波エネルギー変換器。
【請求項２３】
　前記共鳴上下動ブイポイントアブソーバの作動特性を感知するためのセンサをさらに備
えることを特徴とする請求項２０乃至２２のいずれか一項に記載の波エネルギー変換器。
【請求項２４】
　前記１つまたはより多くのタービンの前記空気流に対する抵抗は、前記感知された作動
特性に応答して変化することを特徴とする請求項２３に記載の波エネルギー変換器。
【請求項２５】
　圧力下の空気を貯蔵するための空気貯蔵機構をさらに備えることを特徴とする請求項１
乃至２４のいずれか一項に記載の波エネルギー変換器。
【請求項２６】
　前記空気貯蔵機構は、前記チャンバ内の前記閉じ込められた空気量と流体連通すること
を特徴とする請求項２５に記載の波エネルギー変換器。
【請求項２７】
　前記空気貯蔵機構は、１つまたはより多くのタンクを備えることを特徴とする請求項２
５または２６に記載の波エネルギー変換器。
【請求項２８】
　前記制御機構は、
　前記チャンバから前記空気貯蔵機構への空気の充填を選択的に容易にすること、
　前記空気貯蔵機構から前記チャンバへの空気の解放を選択的に容易にすることの少なく
とも１つに対して動作可能であることを特徴とする請求項３に従属する場合の請求項２５
乃至２７のいずれか一項に記載の波エネルギー変換器。
【請求項２９】
　前記チャンバは、前記表面穿孔フロートの下側部分において海水に開くことを特徴とす
る請求項１乃至２８のいずれか一項に記載の波エネルギー変換器。
【請求項３０】
　前記閉じ込められた空気量は、前記封入された海水柱の上側表面と、前記共鳴上下動ブ
イポイントアブソーバの間に挟まれることを特徴とする請求項１乃至２９のいずれか一項
に記載の波エネルギー変換器。
【請求項３１】
　前記閉じ込められた空気量は、調整可能な空気ばねを形成することを特徴とする請求項
１乃至３０のいずれか一項に記載の波エネルギー変換器。
【請求項３２】
　前記バラストは、前記波エネルギー変換器の底部に配置されることを特徴とする請求項
１乃至３１のいずれか一項に記載の波エネルギー変換器。
【請求項３３】
　前記バラストは、鉛、鉄、およびコンクリートの少なくとも１つを備えることを特徴と
する請求項１乃至３２のいずれか一項に記載の波エネルギー変換器。
【請求項３４】
　前記基準質量体、波周期、およびブイの水線面積の間の関係は、以下の公式：
【数１】

によって近似的に表され、
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式中、Ｔは波周期であり、Ｍfは前記基準質量体内に閉じ込められた海水の慣性質量であ
り、Ｍａｄｄｅｄは、付加質量であり、デバイスの外形および構成から決定され、ρは、
海水の密度であり、ｇは重力であり、Ａは表面穿孔ブイの水線面積であることを特徴とす
る請求項１乃至３３のいずれか一項に記載の波エネルギー変換器。
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